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環境基本計画ってなに？ 
 

 

 

■本市の環境基本計画は、八潮市環境基本条例第８条の規定に基づき、環境の保全等に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

また、本計画は、環境の保全等に関する長期的な目標、施策の方針、施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項を定めるものです。 

 

■本市では、平成２１年４月に本計画を策定しましたが、策定後７年が経過し、この間

に地球温暖化対策や生物多様性に関する国内外での取組が進むなど、環境を取り巻く

状況は大きく変化してきました。 

また、第５次八潮市総合計画が策定され、基本構想に掲げられた将来都市像の実現に向

けた施策を推進していくことが必要となっています。 

そのため、これまでに実施してきた施策を基本としつつ、今後１０年間の本市における

環境行政の要となる計画として「第２次八潮市環境基本計画」を策定するものです。 

 

■計画の期間 

平成 28年度から平成 37年度までの 10年間 

 

■本計画の対象とする環境の範囲 

●自然環境 ●生活環境 ●快適環境 ●地球環境 ●環境活動 

 

 

 

■市・市民・事業者の役割 

●望ましい環境像と環境目標の実現

に向けて、市・市民・事業者の各

主体による、日常生活や事業活動

にあたっての環境への配慮や行動

の実践が不可欠です。 

 

●市・市民・事業者がそれぞれの立

場に応じた役割分担のもと、互い

に連携して環境活動を実践したり、

啓発や提案をするなどの協働によ

る取組が重要です。 

計画の推進 

環境基本計画の概要 

・日常生活での環境への 
配慮と行動の実践 

・事業者、市との協働 

・協働による環境活動の実践 
・啓発・提案の実施 

・事業活動での環境への 
配慮と行動の実践 

・市民、市との協働 

・環境優先の理念のもとでの施策の
策定と実施 

・事務・事業における環境への配慮

と行動の実践 
・市民、事業者との協働及び支援 
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望ましい環境像 
 

２１世紀半ばを見据えて、八潮市の将来の「望ましい環境像」を次のとおりとします。 

 

 

 

 

望ましい環境像を実現するために、次のとおり分野別に５つの目標を設定し、各施策

に取り組んでいきます。 

 

■環境目標 

 

①自然環境分野 

きれいな水と豊かな緑に恵まれ、人と自然が

ともに生きるまち 

発展を続ける都市づくりとの調和を図りつ

つ、きれいな水と豊かな緑に恵まれた八潮の

自然を守り、自然とふれあいながら生活を営

んできた暮らしを財産として、次の世代に引

き継ぎます。 

 

②生活環境分野 

健康で安心した生活を送ることができるまち 

公害の未然防止の観点から、大気汚染や水

質汚濁、土壌汚染などの対策を講じるととも

に、人の健康や自然の生態系を脅かす有害化

学物質などによる問題に対応し、健康で安心

した生活を送ることのできる環境を確保して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③快適環境分野 

快適でいつまでも住み続けたいと思うまち 

公園や緑地及び遊歩道を整備し、バリアフ

リーやユニバーサルデザインを取り入れ、自

然環境と調和したまちづくりを進めていきま

す。また、地球温暖化対策の視点も取り入れ

るとともに、まちの美化や清潔さを保ち、生

活の快適性を実現していきます。 

 

④地球環境分野 

温室効果ガスやごみの排出量が削減された地

球環境を守るまち 

市、市民、事業者などそれぞれの立場から、

ごみ減量やリサイクルなどの省資源の推進、省

エネルギー、再生可能エネルギーの導入及び低

炭素型のまちづくりなどを通じて、持続可能な

循環型社会を構築していきます。 

 

⑤環境活動分野 

みんなが環境への思いやりを持ち環境活動に

参加するまち 

人々のネットワークづくり、活動の場や機

会の提供、活動を促進するための仕組みづく

りなどを通じて、地域での自主的、積極的な

環境活動を推進します。

小学生環境ポスター最優秀賞作品  

中山 陽太さん 

水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八潮 

 



 

3 

 

 

 

目標達成のための取組 
 

５つの各目標の方針、施策の方向は以下のとおりです。 

望ましい環境像を実現するために皆さんも一緒に取り組みましょう。 

 

 

 

  

方針１ 八潮らしい自然の保全とふれあいの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 2 生物多様性の保全及び利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 3 都市型農業による環境保全機能の維持・増進 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

●緑化の推進 

 

●緑地の保全 

 

●水辺環境の保全 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●地域のみどりの育成のため、緑化活

動に積極的に参加しましょう。 

●敷地内の樹木などは大切に保存しま

しょう。 

●水質浄化キャンペーン等に参加・協

力しましょう。 

施策の方向 

●生き物の生息・生育空間

の確保 

●外来生物対策 

 

●自然体験の場・機会の 

提供 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●生き物の生息場所となる緑や

河川を大切にしましょう。 

●ペットは、自然に放さないよう

にしましょう。 

●環境調査に積極的に参加・協力

しましょう。 

施策の方向 

●環境保全型農業の推進 

 

 

●農とのふれあいの確保 

 

●地産地消の促進 

 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●土づくりや、化学肥料と化学農薬低減に

配慮された農産物や有機 JASマークの

付いた有機農産物を選びましょう。 

●市民農園やふれあい農園、体験農園を利

用しましょう。 

●地元農産物、国産農産物を選びましょ

う。 ハッピーこまちゃん® 

大曽根ビオトープ 

① 自然環境分野 ～きれいな水と豊かな緑に恵まれ、人と自然がともに生きるまち～ 
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方針１ 生活環境の保全 

 

 

 

 

 

 

  

方針２ 有害化学物質等の対策 

 

 

 

 

 

●小学生環境ポスター 優秀賞作品 

 

 

 

 

 

 

石原 百菓さん         伊藤 里空さん        大脇 夢逢さん 

 

 

 

 

 

竹本 可梨さん 

加藤 遥真さん                                      

 

 

 

 

 

 

寺田 瑠杏さん         福原 葵さん        山田 知香子さん 

施策の方向 

●河川水質の改善 

 

●騒音・振動、悪臭対策 

●環境衛生対策 など 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●食材は無駄なく使い、油は拭き取るなどしてできるだけ排水口

に流さないようにしましょう。 

●深夜のカラオケ等、近隣生活騒音を出さないようにしましょう。 

●犬のフンは適切に処理しましょう。 

 

施策の方向 

●化学物質に関する情報提

供と適正管理の推進 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●農薬や殺虫剤、除草剤などは、適正に使用しましょう。 

② 生活環境分野 ～健康で安心した生活を送ることができるまち～ 
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方針１ 環境と調和したまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針２ 八潮らしい景観づくりと伝統文化の保全 

 

 

 

 

 

  

方針３ 自然とふれあい、豊かで潤いのある暮らしのできる場・機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針１ 省資源の推進 

 

 

 

 

 

 

 

③ 快適環境分野 ～快適でいつまでも住み続けたいと思うまち～ 

 

施策の方向 

●省エネルギーの推進 

 

●再生可能エネルギーの

導入 

●水資源の有効利用 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●夏の冷房時の室温は 28℃、冬の暖房時

の室温は 20℃を目安にしましょう。 

●太陽光発電、太陽熱などの自然 

エネルギーの利用に努めましょう。 

●日常生活の中で節水しましょう。 

施策の方向 

●開発事業における環境配慮

の推進 

●公園・緑地の整備 

●環境美化活動の推進 など 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●住宅の新築や増築、改修の際は、外観が周辺

の環境と調和するように配慮しましょう。 

●市との協働により公園を管理しましょう。 

●空き缶や空きビン、空きペットボトル、たば

こ等のポイ捨てをやめましょう。 

 

施策の方向 

●良好な都市景観の形成 

 

●歴史・文化の継承 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●八潮らしい魅力ある街並みづくりを目指すため、「やしお家づく

りデザインマナーブック」に基づく家づくりに努めましょう。 

●地元に伝わる昔話や風習について学び、継承しましょう。 

 

施策の方向 

●自然・環境を体験し、 

楽しむ機会の提供 

●農とのふれあいの確保 

 

●地産地消の推進 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●エコツアー、自然観察会など、自然

に楽しむ活動に参加しましょう。 

●市民農園やふれあい農園、体験農園

を利用しましょう。 

●地元農産物、国産農産物を選びまし

ょう。 

 

中川やしおフラワーパーク 

太陽光発電 

④ 地球環境分野 ～温室効果ガスやごみの排出量が削減された地球環境を守るまち～ 
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方針２ 低炭素型まちづくりの推進 

 

 

 

 

 

  

方針３ ごみの減量化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針４ 地球環境に配慮した日常生活や事業活動の普及促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針５ 地球温暖化への適応策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

●地球温暖化の防止 

●公共交通機関の利用促進 

●自転車利用の促進 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●屋上緑化や壁面緑化などを行いましょう。 

●マイカーによる移動を減らし、自転車、公

共交通機関の利用を増やしましょう。 

施策の方向 

●３Ｒ活動の推進 

 

 

 

●計画的な廃棄物処理の推進 

●リサイクルプラザの運営 など 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●日常生活の中で、分別等を行い、ごみを減らし

ましょう。 

●食品ロスを減らすため、食材を「買いすぎず」

「使い切る」「食べきる」ことに努めましょう。 

●買い物には、買物袋（マイバッグ）を持参しま

しょう。 

施策の方向 

●環境に配慮したライフス

タイルの普及 

 

●環境・ＣＳＲに配慮した

事業活動の普及 

●市の率先行動の推進 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●買い物の際には、エコマークやグリ

ーンマークなど環境ラベルの付いた

グリーン商品を選びましょう。 

●工場見学や環境コミュニケーション

に参加しましょう。 

施策の方向 

●健康・農業分野における 

対策 

●防災・生態系分野におけ 

る対策 

 

●水利用における対策 

 

●地球温暖化への適応策の 

総合的な研究 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●高齢者など熱中症のリスクが高い人を守るため、

地域による声かけ、見守り活動を行いましょう。 

●洪水ハザードマップや内水（浸水）ハザードマ

ップを確認し、自宅の周りの災害危険箇所や避

難場所、避難経路を確認しておきましょう。 

●雨水浸透ますを設置し、敷地内で雨水が地下に

浸透するようにしましょう。 

エコマーク 
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方針１ 地域での環境活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 2 環境教育・環境学習の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八潮市生活安全部環境リサイクル課 

〒340-8588 埼玉県八潮市中央１－２－１ 

ＴＥＬ：０４８-９９６-２１１１ ＦＡＸ：０４８-９９５-７３６７ 

電子メール kankyo@city.yashio.lg.jp 

 

施策の方向 

●協働による環境活動を促進

するための仕組みづくり 

●ネットワークづくりと情報

共有 

●活動の場・機会の提供 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●地域で環境活動を行う仲間を増やし、育成しましょう。 

 

●環境活動を行う市民団体等に参加したり、活動に協力したり

しましょう。 

●他の活動団体との交流を図りましょう。 

施策の方向 

●生涯学習等における環境

学習の推進 

●環境教育の推進 

市民の皆さんに取り組んでいただきたいこと 

●身近な環境や地球環境について、家族や身近な人とともに関

心をもったり、考えてみたりして、理解を深めましょう。 

●キッズＩＳＯの取組にチャレンジし、環境について学びまし

ょう。 

ゴミゼロ運動 

⑤ 環境活動分野 ～みんなが環境への思いやりを持ち環境活動に参加するまち～ 

 


